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この手引きは、生徒の学びの質の向上に向けた、ICT（1 人 1 台タブレット

端末）の活用に当たって、端末の活用方法、管理・使用上のルールや注意点

を、生徒や保護者の皆様と共有することで、効果的な ICT 活用の推進を図る

ものです。 

 本手引きをお読みいただき、本校の取り組みへのご理解とご協力をいただき

ますようお願い申し上げます。 
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１．端末使用の際のルール及び注意点 

（１）学習活動に有益な情報を収集・分析したり、学習成果をまとめるなど、 

積極的に活用して、学習の定着を図るとともに情報活用能力を高めま 

しょう。 

（２）端末を使用するときや持って移動するときは、落としたり、濡らしたりし 

ないよう注意しましょう。   

（３）アプリケーションのインストール及び、アンインストールを行わないよう

にしましょう。 

（４）端末を所持したまま商業施設や学習に関係ない場所等には立ち寄ら 

ないようにしましょう。また、機器は肌身離さず持ち運びましょう。 

  （５）安全のため、充電には正規の充電器を使いましょう。 

 

２．生徒用のアカウントの取り扱い 

（１）ID・パスワードは第三者の目に触れないよう管理しましょう。 

（２）ID・パスワードは、第三者に教えないように注意しましょう。 

（３）ID・パスワードを忘れてしまった場合、または紛失した場合はただちに 

クラス担任を通じて学校に申し出てください。 

 

 

 



３．端末・インターネットの特性及び個人情報の扱い方 

（１）インターネット上の情報を利用する際は、著作権等の権利を必ず確認 

しましょう。正しい判断のもとに活用し、判断に迷う場合は本校職員に 

相談しましょう。 

（２）本人の許可なく写真を撮影したり、録画・録音してはいけません。また、 

許可を得て撮影・録画・録音したものであっても、インターネット上に掲 

載してはいけません。 

（３）自分や他の生徒、家族等の個人情報やプライバシーに関する情報を、 

インターネット上に書き込んではいけません。 

（４）誹謗中傷や他人の名誉を傷つける行為は厳禁です。また、インターネッ 

ト・その他で差別情報を発見した際は、ただちに本校教員に相談しま 

しょう。 

 

４．健康面への配慮 

（１）端末を使用する際は正しい姿勢を保ち、目とディスプレイの間の距離を 

30cm以上離しましょう。 

（２）長時間継続してディスプレイを見ないよう、最低でも 30分に 1回は 

20秒以上画面から目を離し、遠くを見るなどして目を休めましょう。 

 

 



５．端末に障害が起きた場合の対応 

（１）端末の故障や破損、紛失または盗難が生じた場合は、ただちにクラス 

担任を通じて学校に申し出てください。 

（２）端末の故障や破損、紛失が発生した場合、生徒の故意または過失によ 

ると認められるときは、保護者等に補償を請求する場合があります。 

（３）ネットワーク障害等不測の事態が発生した場合は、学校に申し出てくだ

さい。 

（４）ネット上のトラブルに関しては、本校職員または下記相談窓口に相談し 

ましょう。 

福岡県児童生徒のためのネットトラブル相談窓口（0120-494-100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．ネット上のいじめへの対応 

 

ネットいじめの発見（生徒・保護者からの相談、アンケートなどによる報告等） 

 

 

担任→生徒指導主事          管理職          教育委員会 

 

 

   いじめ問題対策委員会を招集 

 

 

関係機関との連携       いじめを受けた生徒の      いじめた生徒の指導 

掲示板の削除依頼        支援・援助        いじめが起きた集団への指導 

 

 

 法務局への相談              事実関係を保護者に説明 

  警察への相談               今後の対応を保護者に説明 

 

 

  削除の確認     生徒・保護者等への説明          事態の収拾を確認 

 

 

     最終報告書を県に報告   

 

 

 

 

 

 

 

 



７．端末の活用方法 【Chromebook でできること】 

・調べ学習を通し、インターネットと情報について学ぶことができます。 

・社会に出たときに必須な基礎的な PC スキルの取得。 

・ID やパスワードの概念、情報モラルについて体験的に学習できます。 

・Classroom を通して、オンライン上での連絡方法、学習方法を学べます。 

・学校からの連絡、アンケート、書類や提出物の管理が簡単にできます。

（Classroom での課題管理） 

・一方的な学習ではなく、双方向型の学習が可能です。 

 →生徒参加型の授業が実現します。 

・共同編集や作業を通して、連携力や、協調性を学べます。 

・発言が得意ではなくても、PC を通すことで発言や主張がしやすくなります。 

 （文字を打ち込むことで発言、表現が可能） 

・視覚的、聴覚的な情報を取り扱えます。 

 →様々な方法で自己表現が可能です。（画像や動画での表現）。 

・いつでも何度でも、知りたい情報を引き出すことができ復習ができます。 

 →繰り返し学習することで学習の遅れを改善 

  （過去の授業内容や課題データ等） 

 

８．感染症や災害による臨時休業又は出席停止等の非常時の活用について 

 

 感染症や災害による臨時休業又は出席停止等の非常時（以下「非常時」）

にやむを得ず登校できない場合、実情に応じて次のように学校公式 ID

【Googleアカウント】によるオンラインを含めた連絡や学習指導を行います。 

 

 

 



（１）使用する端末について 

スマートフォン・タブレット・パソコンなど、各自がインターネットを閲覧

できる端末を使用してください。 

(2)通信に係る費用について 

費用は各自・各家庭で負担してください。十分な通信環境が整っていな

い場合は、学校の端末を貸与しますので、申し出てください。 

（３）連絡・指導手順について 

①非常時発生の際は、まず【あんしんメール】又は学校公式 HP にて、

当該期間及びその期間中の連絡・学習指導方法について速やかに

連絡します。（個別の出席停止の場合は電話による連絡も含みます。） 

②その後は【Google アカウント】による以下のようなオンライン連絡・

学習指導を状況に応じて行います。主に、【Google Classroom】内

で行います。 

       ○健康状態の確認 

       ○学習課題の提示・配信 

       ○オンライン学習の時間割等の連絡 

       ○同時双方向型配信・オンデマンド型配信オンライン学習指導 

       ○当該期間終了に係る連絡等 

（４）学習状況の評価について 

     当該期間中のオンラインによる学習状況は、観点別の学習状況の評価

の一環として評価の対象になります。 

（５）非常時の ICT活用にあたっての留意事項 

     この「ICT活用の手引き」を熟読してください。 



9．その他 

（１）本校では、教育への ICT活用の効果を検証するために、生徒に対して 

授業アンケートを実施します。 

（２）ネットワークの機械的な障害が発生した場合は、管理業者に速やかに 

対応させるとともに、学習活動を止めないよう措置します。 

 

○改訂履歴 
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